
県土整備部
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自 至

山本 逸二 県 県土整備部 営繕課 技術専門員

大橋 啓二 県 県土整備部 公営住宅課計画係 主査

山盛 貴重 県 県土整備部 公営住宅課明舞中央地区担当 主査

3/29 ～ 稲垣 宣春 県 県土整備部 営繕課営繕第2係 係長

神内 重邦 県 阪神北県民局 宝塚土木事務所まちづくり建築課 課長補佐

浅井 徳二 県 住宅供給公社 住宅整備部県営住宅建設第2課 主査

4/13 ～ 菅 雄二 県 県土整備部 営繕課営繕第2係 係長

辻本 浩司 県 県土整備部 住宅政策課まち再生企画係 主査

坂本 行弘 県 住宅供給公社 住宅整備部県営住宅建設第2課 主査

4/28 ～ 西谷 一盛 県 県土整備部 都市計画課 主幹

松井 雅伸 県 県土整備部 住宅政策課まち再生企画係 係長

藤元 清 県 住宅供給公社 住宅整備部県営住宅建設第１課 主査

5/13 ～ 戸田 隆彦 県 県土整備部 営繕課耐震・構造係 主幹兼係長

林 倫子 県 県土整備部 都市計画課都市環境係 係長

徳岡 利一 県 住宅供給公社 住宅企画部明舞団地再生課 課長

5/28 ～ 片峯 房幸 県 県土整備部 開発調整室開発指導係 課長補佐

松尾 憲和 県 県土整備部 営繕課 主任技術専門員

栄 真樹 県 阪神北県民局 宝塚土木事務所まちづくり建築課 課長

6/12 ～ 岡本 憲幸 県 県土整備部 都市政策課緑化政策係 係長

湊 健史 県 県土整備部 住宅政策課まち再生企画係 職員

國分 智香子 県 県土整備部 営繕課営繕第2係 主査

6/28 ～ 藤原 文達 県 県土整備部 建築指導課構造審査係 係長

門脇 崇博 県 県土整備部 営繕課耐震・構造係 主任

絹川 茂樹 県 住宅供給公社 住宅整備部設備課 主査

7/13 ～ 長尾 元嗣 県 県土整備部 設備課 主任技術専門員

邑橋 恵子 県 県土整備部 開発調整室開発指導係 主査

濵田 明子 県 県土整備部 営繕課営繕第1係 職員

7/29 ～ 植田 吉則 県 県土整備部 住宅政策課住宅総合計画係 係長

池田 真也 県 県土整備部 建築指導課管理係 主査

増田 裕介 県 県土整備部 下水道課経営管理係 職員

8/12 ～ 宮下 誠 県 県土整備部 建築指導課防災耐震係 係長

杉本 明 県 県土整備部 市街地整備課市街地再開発係 主査

中川 政司 県 企画県民部 情報企画課ネットワーク運用係 職員

4/17 ～ 5/3 桂 一之 県 県土整備部 設備課機械第1係 主査

5/1 ～ 5/17 森兼 靖公 県 県土整備部 設備課機械第2係 主査

仮設住宅業者公募業務 すまいまちづくりセンター東京 4/14 ～ 5/10 永田 佳幸 県 県土整備部 営繕課営繕第2係 主査

荒谷 一平 県 県土整備部 都市計画課施設第1係 課長補佐

難波 健 県 県土整備部 都市計画課 建築調整専門員

足立 寿伸 県 県土整備部 市街地整備課区画整理係 副課長兼係長

上原 正裕 県ＯＢ

岩本 孝司 県 県土整備部 開発調整室審査係 係長

木戸 政視 県 県土整備部 開発調整室開発指導係 主査

永松 寛喜 県ＯＢ

小南 正雄 県 但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり参事

前川 哲郎 県 県土整備部 都市計画課施設係 主査

藤原 一 県 県土整備部 市街地整備課 課長

椋田 健治 県 県土整備部 公園緑地課技術指導係 課長補佐

出野上 聡 県 県土整備部 住宅政策課 副課長

10/31 ～ 11/22 黒原 義晶 県 県土整備部 公営住宅課計画係 主査

11/21 ～ 12/6 吉田 純一 県 県土整備部 建築指導課防災耐震係 主査

12/5 ～ 12/28 山崎 尚 県 県土整備部 住宅政策課まち再生企画係 主査

6/1 ～ 3/31 松浦 純 県 県土整備部 都市政策課都市政策係 課長補佐

9/19 ～ 10/16 松谷 真利 県 県土整備部 営繕課耐震・構造係 主査

10/14 ～ 11/11 湯本 昇 県 県土整備部 土地対策室企画調査係 主査

11/9 ～ 12/7 原田 賢使 県 県土整備部 住宅政策課住宅総合計画係 主査

12/5 ～ 12/12 柳井 徹 県 淡路県民局 洲本土木事務所建築課 課長補佐

1/10 ～ 2/5 田中 久年 県 企画県民部 管財課営繕係 主査

2/3 ～ 3/1 豊開 愛子 県 住宅供給公社 住宅整備部県営住宅建設第1課 主任

2/28 ～ 3/23 杉本 明 県 県土整備部 市街地整備課市街地再開発係 主査
59

役 割 派遣先
現地活動期間

氏 名

3/18 ～ 3/31

県市等 県所管部局 所 属 役 職

復興都市計画等

8/19～8/18福島県復興事業計画策定支援

宮城県東
松島市

5/23 ～ 5/27

～

6/14

6/30

4/23

～

～ 3/30

7/15

7/31

8/15

3/27

被災宅地危険度判定 仙台市 4/18

建築制限・都市復興計画

宮城県庁

応急仮設住宅建設支援 宮城県庁

宮城県庁

釜石市

仮設住宅配電確認支援

5/29 ～

6/13 ～

4/15

4/30

3/30 ～

4/14 ～

4/29 ～

5/14 ～

計

まちづくり・仮設住宅派遣職員

8/31

7/30 ～

8/14 ～

6/29 ～

7/14

平成23年3月18日～平成24年3月31日

宮城県庁県営住宅災害査定事務支援

南三陸町まちづくり計画策定等

3/283/24

～

5/15

5/30
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自 至

笹倉 康司 県 県土整備部 道路保全課 副課長

横関 泰孝 県 県土整備部 下水道課計画係 課長補佐

田中 修平 県 県土整備部 港湾課計画係 課長補佐

太田 宜伸 県 県土整備部 都市計画課施設第２係 係長

3/23 ～ 3/26 上田 英則 県 県土整備部 道路街路課県道係 係長

3/25 ～ 3/28 達可 明朗 県 県土整備部 技術企画課技術調査係 課長補佐

3/27 ～ 3/30 木村 浩之 県 県土整備部 河川整備課治水係 係長

3/29 ～ 4/4 細井 将史 県 県土整備部 道路街路課鉄道高架係 係長

4/3 ～ 4/9 宮永 和幸 県 県土整備部 河川整備課都市河川係 課長補佐

4/8 ～ 4/14 山田 裕紀 県 県土整備部 砂防課土砂災害対策係 係長

4/13 ～ 4/19 上田 英則 県 県土整備部 道路街路課県道係 課長補佐

4/18 ～ 4/22 達可 明朗 県 県土整備部 技術企画課技術調査係 課長補佐

4/18 ～ 4/21 服部 洋平 県 県土整備部 技術企画課 副課長

田中 芳樹 県 県土整備部 下水道課計画係 主査

瀧川 聡 県 県土整備部 下水道課計画係 職員

津田 知宏 県 県土整備部 技術企画課積算係 主査

竹中 修平 県 北播磨県民局 加東土木事務所復興事業課 課長補佐

足立 貴弘 県 但馬県民局 豊岡土木事務所道路保全課 主任

中西 裕紀 県 県土整備部 道路保全課補修係 職員

鶴野 聡 県 県土整備部 砂防課砂防係 主査

阪本 裕己 県 神戸県民局 神戸土木事務所公園砂防課 主任

堀本 宗男 県 中播磨県民局 姫路港管理事務所港湾整備第１課 課長補佐

北条 達也 県 西播磨県民局 龍野土木事務所道路整備課 課長補佐

隅元 厚知 県 但馬県民局 養父土木事務所ダム課 課長補佐

安井 誠一郎 県 県土整備部 道路企画課計画計画係 主査

掃部 真 県 県土整備部 道路街路課県道係 職員

市瀬 友啓 県 県土整備部 港湾課計画係 主任

岩谷 英樹 県 県土整備部 姫路土木事務所福崎事業所 職員

足立 和士 県 県土整備部 道路保全課交通施設係 職員

深津 正樹 県 県土整備部 河川整備課防災係 職員

岩元 勝 県 県土整備部 都市計画課施設係 主査

竹野 宏紀 県 但馬県民局 新温泉土木事務所河川砂防課 職員

6/1 ～ 10/31 中尾 拓哉 県 県土整備部 設備課機械第２係 職員

11/1 ～ 3/31 池田 泰 県 阪神南県民局 尼崎港管理事務所施設課 職員

8/1 ～ 12/31 近藤 和弘 県 企業庁 臨海整備課計画係 主査

1/1 ～ 3/31 古家 寛之 県 県土整備部 公園緑地課整備係 主査

尼子 公也 県 県土整備部 下水道課計画係 主査

谷口 佳充 県 淡路県民局 洲本土木事務所港湾第2課 職員

小西 直哉 県 東播磨県民局 加古川土木事務所北部整備課 職員

高橋 徹 県 丹波県民局 丹波土木事務所河川砂防課 主査

40

役 割

宮城県大河
原土木事務
所・仙台土
木事務所

6/1 ～

宮城県大
河原土木
事務所

宮城県庁

宮城県大
崎市

3/22

派遣先
現地活動期間

役 職

10/31

3/29

県市等 県所管部局 所 属

3/17 ～ 3/20

氏 名

～

1/1 ～ 3/31

4/9 ～ 4/29

5/8 ～ 6/1

9/28 ～ 12/31

宮城県仙
台土木事
務所

宮城県土木
部設備課

11/1 ～

宮城県現地支援本部土木派遣職員
平成23年3月17日～24年3月31日

公共土木施設の復旧工事支援

土木先遣隊

土木連絡調整要員

下水道調査

計

岩手県宮
古土木セ
ンター

3/31

宮城県土木部
防災砂防課
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被災市街地に係る緊急的な建築制限等について

東北地方太平洋沖地震の被害に対し、心よりお見舞い申し上げます。

地震により大きな被害を受けた市街地を安全安心なまちとして、本格的に

復興するためには、早急に建築制限を行うことにより無秩序な開発を防ぐ必

要があると考えます。

阪神・淡路大震災からの市街地復興に際しては、被災後２ヶ月という短期

間で区画整理事業等の事業手法を決定せざるを得なかったため、都計決定過

程で多くの反対意見が提示されました。この教訓を踏まえて、緊急事態対応

型の都市計画制度として創設されたのが「被災市街地復興特別措置法」です。

今回の大震災からの市街地復興については、同法の創設目的にのっとり、

緊急避難的土地利用規制から、暫定的な「被災市街地復興推進地域」の決定、

そして本格的な事業計画の決定へとスムーズな都市計画手続きを行い、迅速

かつ住民総意の復旧復興を進められることを期待します。

平成２３年３月１６日

岩手県知事 達 増 拓 也 様

宮城県知事 村 井 嘉 浩 様

福島県知事 佐 藤 雄 平 様

兵庫県知事 井 戸 敏 三
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1

「被災市街地復興特別措置法」等を活用した建築制限の手順

１ 緊急避難的建築制限 （建築基準法第 84 条） 

発災後早急に、被災地の無秩序な開発を防ぐため、都市計画決定手続

きが完了するまでの間の建築制限を講じる。

〔内 容〕①被災市街地のうち、土地区画整理事業等の必要な区域の指定

②同区域内における建築物の建築を制限又は禁止

〔建築制限ができる期間〕災害発生の日から 1 ヶ月以内（1 ヶ月延長可能）＝最大２ヶ月

〔制 限 主 体〕特定行政庁

２ 被災市街地復興推進地域の都市計画決定

（都市計画法第 10 条の 4、被災市街地復興特別措置法）

建築基準法による建築制限期間内(2 ヶ月以内)に、区画整理事業等の面

的整備が必要な区域について、事業手法決定までの一定期間の建築制限

のため、緊急復興方針を定める大枠の都市計画決定を行う。 

〔内 容〕①面的整備が必要な区域を定め、緊急かつ健全な復興を図るた

めの市街地の整備改善方針（緊急復興方針）を策定

※具体的な事業手法の決定は不要

②上記の区域における建築行為等を制限

〔建築制限ができる期間〕災害発生の日から２年以内（都市計画で決定）

〔都 計 主 体〕市町村

３ 土地区画整理事業等の都市計画決定

（都市計画法第 12 条、土地区画整理法等）

被災市街地復興推進地域の都計で定めた期間内（2 年以内）に、地域

住民との十分な意見調整を行い、土地区画整理や市街地再開発等の具体

的な市街地開発事業の内容について都市計画決定を行う。 

［問い合わせ先］

兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課

課 長 水埜 浩 主 幹 西谷 一盛

電話 078-362-3586 FAX 078-362-4453 
E-MAIL hiroshi_mizuno@pref.hyogo.lg.jp 
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2

〔参考〕大規模な災害を受けた市街地の復興の流れ 

阪神･淡路大震災の場合 東北関東大震災の場合

H7.1.17

H7.2.1

～

H7.2.26

H7.3.17

H7.12

～H9.12

阪神淡路大震災発生

被災市街地の調査

建築基準法による建築

制限(特定行政庁）

区画整理事業等の都計

決定手続き着手

原案作成
↓

公聴会
↓

案の縦覧
↓

審議会

被災市街地復興特別措

置法制定、施行

被災市街地復興推進地

域、土地区画整理事業等

の決定 
【土地区画整理事業等に二段

階都市計画決定手続き導入】

・ 1 段階：都市計画の大枠と

して、区画整理事業の区

域、幹線道路等のみを決定

・ 2 段階：暮らしに関わる区

画道路、街区公園等を決定

土地区画整理事業等の

変更決定（２段階目）

・都市計画決定手続きに

２月程度必要なため、建

築基準法 84 条による区

域設定を行い、都市計画

制限と同程度の建築制

限を実施。（制限期間：

災害の発生日から 1 ｹ月

以内＋1 ｹ月延長可）

・神戸市（H7.2.1）、

・芦屋市（H7.2.9）、

・西宮市（H7.2.1）、

・宝塚市（H7.2.9）、

・北淡町（H7.2.9）

・新法施行時に区画整理

等の計画決定手続きが

進捗していたため、被災

市街地復興推進地域の

指定と市街地開発事業、

土地区画整理事業を同

時に決定

H23.3.11

（至 急）

（至 急）

2 ヶ月以内

H23.5.11

2 年以内

H25.3.11

東北関東大震災発生

被災市街地調査

建築基準法による建

築制限（特定行政庁）

被災市街地復興推進

地域決定等

土地区画整理事業等

決定
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